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地震に伴う学校の対応について 

                        

学校における東海地震等の対策として、「地震注意情報」発表時点において、授業の打ち切り

や休校措置の決定をすることになっています。そこで、下記のようにご理解ご協力をお願いしま

す。 

 この措置は、非常時に起こりうる電話の混雑や公共交通機関の停止など、児童の帰宅や保護者

への引渡しが困難となることも想定されるために、早めて実施されるものです。 

 

【児童の安全対策】 

 

○ 児童の安全対策については、原則として次のとおりとします。 

 

(1) 在校中に地震注意情報または、警戒宣言が発表された場合には、授業を中止し、大雨・

台風時の対応と同様に速やかに集団下校します。 

 

(2) 登校中に地震注意情報または、警戒宣言が発表された場合には、学校に到着後、速やか

に下校します。また、下校中の場合は、決められた各地域の避難場所に避難し、その後

速やかに下校します。 

 

 (3) 在宅中に地震注意情報または、警戒宣言が発表された場合には、休校とします。 

 

 

※地震情報については、「…観測情報」「…注意情報」「…予知情報」の３段階で発令されます。

特に「…注意情報」「…予知情報」等、しっかり確認してください。 

 

※電話での問い合わせは極力控えてください。非常時には、きずなネット（メール配信サービス）や、

学校－地区・家庭(電話または近隣連絡)の連絡網で、学校より地区委員さんを通じて連絡します。

学級担任宅へ問い合わせていただいても、的確な連絡ができかねますのでお控えください。 


